
申請の手引き

（令和７年度版）

提出・問い合わせ先

仙台市環境局脱炭素政策課

〒980-0802

仙台市青葉区二日町６－１２ MSビル二日町５F

TEL：022-214-8682

開庁日時 平日8時30分～17時15分

書類は郵送で提出してください。



１.申請及び実績報告の流れ
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①補助金の要件確認
②BELS評価書作成
（難しい場合は専門家による計算書）

③仙台市脱炭素政策課に事前相談

工事開始

①工事前の写真撮影
②工事完了後の写真撮影
写真の注意点は別紙記載例参照

工事完了

交付申請兼実績報告
（書類一式提出）
必要な書類はP参照

書き方は別紙記載例参照

書類審査

交付決定及
び額確定

提
出

通
知

請求書
書き方は別紙記載例参照

提
出

補助金
交付

口座
振込

申請者

R7.11.1～
R8.1.30

忘れずに
写真撮影

申し込み
の前に

仙台市

※予算額を上回った場合抽選になる可能性があります。
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2.対象となる住宅

対 象 住 宅 と な る 要 件

□ 市内にある居住用の一戸建て住宅
又は市内にある居住用とする予定の一戸建ての既存住宅（※）

（※）既存住宅とは、人の居住の用に供したことのある住宅のこと

対 象 者 と な る 要 件

□ ・申請する住宅の所有者、その配偶者又は一親等の親族（※1）

（※1） 他に所有者がいる場合、全ての所有者から同意が得られて

いる必要があります

□ ・市内に住所があること（※2）

（※2） 申請者が単身赴任等により市外にお住まいの場合、申請す

る住宅の所有者、その配偶者又は一親等の親族が対象となる住宅に

お住まいであれば申請が可能です

□ ・補助金の申請者、工事の契約者、改修工事の代金を負担する方が

同一であること

□ ・仙台市の市税を滞納していない方

□ ・暴力団等と関係を有していない方

□ ・同一年度内に申請を行っていない方

□
・補助対象事業について、仙台市が実施する他の補助金の交付決定

を受けていない方

3.申請ができる方



-３-

改修部位 対 象 事 業 の 要 件 等

共通

・令和7年4月1日以降に断熱改修に着手した工事であること

・一戸建ての住宅で、外気に接する部分（窓、玄関ドア、床、

壁、屋根または天井）の約8割以上（※2）を「せんだい健

幸省エネ住宅」の認定基準の「外皮平均熱貫流率0.48以

下」になるよう、断熱改修する工事であること

窓（※1）

・工事の方法が内窓設置（※3）、外窓設置であること

・熱貫流率（※４）1.9以下とする工事であること

・既存の建物に設置された窓で、外気と直接接しているものの

改修であること

・過去に仙台市の補助金の交付を受けた窓でないこと

玄関ドア

（※1）
ー

床、壁、屋

根又は天

（※1）井

・屋根又は天井の場合、既存の建物で外気と直接接している部

分の改修であること

・天井断熱の場合、最上階以外は床として申請してください

（※1）リフォームの時に間取り変更等で、窓などを新たに設置する場合は、その部分が性能や要

件を満たしていれば、補助対象となります。

（※2）面積の要件が基準を満たしているかは、事前に仙台市脱炭素政策課へご相談ください。

（※3）既存窓は、金属製建具、単板ガラスとみなします。

（※4）ガラスの中央部ではなく、建具も含めた熱貫流率で性能を評価します。

内窓設置の場合は、二重窓全体（既存窓（※3）と内窓）での熱貫流率で性能を評価します。

4.対象となる工事の要件
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この補助金で対象とする経費は、断熱改修工事に必要な費用（税抜金額）に限ります。

※国又は宮城県その他の団体から補助金が交付される場合は、交付された補助金相当額を

差し引いた額を補助対象経費とします。

〇補助対象経費にならないもの(例)

諸経費、調査費、設計費、管理費、交通費、処分費（廃材処分費、既存窓処分費等）、振込手数料、
清掃費、補助事業に直接関係ない工事費（＜窓断熱＞：網戸設置、カーテンレール移設、
窓枠塗装、和紙調フィルム加工等 ）等）

改修工事に
必要な費用

（部材費用

＋

工事費用)

その他の
費用

改修工事に
必要な費用

（部材費用

＋

工事費用）

その他の
費用

他の補助金
交付額

〇補助対象経費になるもの

＜窓断熱＞・製品代、設置工事費、ふかし枠費(あくまで窓枠取付のため)、
既存サッシ撤去費(外窓交換の場合)、搬入費 等

＜窓以外の断熱＞・断熱材、解体工事費、下地張り費、フローリング・タイル・クロス張り費 等

5.工事にかかった費用のうち補助の対象となるもの

6.補助金額

補助単価表

部位 基準等 補助単価

床、壁、
屋根・天井

― 3,500円/㎡

窓 熱貫流率1.9以下 10,000円/㎡

玄関ドア ― 71,000円/㎡

補助上限額：120万円（1棟当たり）
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※ 補助額の方が、補助対象の経費より少ない場合は、補助対象の経費の額（千円未満の端数

があれば、これを切り捨てた額）とします。

（補助対象の経費の考え方については、前ページ参照）。

補助額の算定方法

単価表
より

補助対象の費用
から他の補助金
を引いた金額

令和7年11月1日から令和8年1月30日まで（必着）
【予算が無くなり次第終了】

※ 工事完了後の申請となります。ただし、申請及び実績報告時に、工事前の写真が必要です。

※ 先着順での審査となります。補助金交付可能額（予算残額）が120万円を下回った場合、

下回った日より10日間ごと(土日祝日を除く)を抽選受付期間とし、その期間に提出のあった

交付申請により抽選を行います（全ての申請者に対し交付可能な場合は抽選を行いません）。

予算残額は、仙台市ホームページで公表し定期的に更新しますのでご確認ください。

7.申請及び実績報告期限
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書 類 名 備 考

①
補助金交付申請兼

実績報告書

・様式第1号

・余白に捨印を押していれば、軽微な間違い等はこちら

で訂正することが可能で、再提出の必要がありません。

② 補助額算定表 ・様式第2号

③

（申請者が個人の

場合）住民票

・申請者本人の原本

・マイナンバーが記載されていないもの

・交付申請兼実績報告書提出の3か月以内に発行されたも

の

（申請者が法人の

場合）登記事項証

明書（履歴事項全

部証明書）

・原本

・交付申請兼実績報告書提出の3か月以内に発行されたも

の

(申請者が個人事

業主の場合)開業

等届出書及び住民

票

・申請者本人の原本

・マイナンバーが記載されていないもの

・交付申請兼実績報告書提出の3か月以内に発行されたも

の

④

建物の登記事項証

明書

（登記簿謄本）

・建物の登記簿謄本の原本

（登記情報提供サービスなどネットでの出力は不可）

・交付申請兼実績報告書提出の3か月以内に発行されたも

の

⑤

工事請負契約書

（又は工事請書と

注文書のセット）

の写し

・申請者の氏名、住所、改修工事場所、工事着工日、完

了日、押印等を確認できること

・申請者名義の契約であること

・着工日が令和7年4月1日以降であること

8.交付申請兼実績報告に必要な書類

下表の必要書類を郵送により環境局脱炭素政策課あてご提出ください
（記入例は９ページ以降参照、送付先は最終ページの「提出・問い合わせ
先」参照） 。
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書 類 名 備 考

⑥ 見積書の写し

・見積の合計金額が契約書と同じ金額であること

・申請者あての見積書であること

・改修工事の部材費用及び一体不可分工事費用が分かる

もの

・「補助額算定表（様式第2号）」に対応する工事箇所番

号が記載されていること

・窓断熱改修の場合は、窓ごとの寸法が記載されている

こと

・窓以外の改修の場合は、施工面積、断熱材の厚さが記

載されていること

⑦

窓（又は玄関ド

ア）の熱貫流率

が分かる資料

・窓（又は玄関ドア）の断熱改修実施の場合のみ提出

・国補助事業（子育てグリーン住宅支援事業及び先進的

窓リノベ事業）における性能証明書または対象製品一覧

表等（対象は登録製品に限る）

⑧ 設計図書 設計図書別表参照 P10

⑨ 領収書等の写し
・申請者の氏名（フルネーム）及び全体改修工事に要す

る費用を負担したことが分かるもの

⑩ 建物全景写真
・様式第3号ー１

・工事後の建物全景のカラー写真
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書 類 名 備 考

⑪ 工事写真

・様式第3号ー２

・工事前、工事後の改修箇所ごと全体のカラー写真

・「補助額算定表（様式第2号）」に対応する工事箇所番

号が記載されていること

【窓断熱改修の場合】

窓ごとに室内からカーテンを開けた状態で撮影すること。

また、内窓設置の場合は、内窓を半分開けるなどし、

二重窓と分かるように撮影すること。

【窓以外の断熱改修の場合】

工事箇所ごとに撮影すること。

工事前写真は仕上げ等を撤去し断熱施工する直前を、

工事後写真は断熱材の施工を完了し、仕上げ材施工前

の断熱材が見える状態で撮影すること。

⑫
出荷証明書等の

写し

・参考様式（21～23ページ参照）の事項が記載されてい

ること

⑬
BELS評価書の

写し等

＜BELS評価書取得が困難な場合＞

改修した部位が下記の性能を満たすことを証明する資料を

提出することで申請が可能です。

添付書類

・BELS評価書取得が困難である理由書（様式任意）

・上記基準を満たすことが分かる証明書（専門家による計

算書等）

・出荷証明書等の写し

部位 性能

床 平均熱抵抗値2.0以上（基礎断熱の場合は1.0以上）

壁 平均熱抵抗値4.0以上

屋根・天井 平均熱抵抗値4.0以上

窓 平均熱抵抗値1.9以下
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書 類 名 備 考

配置図
・縮尺及び方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、

申請に係る建築物と他の建築物との別

仕様書（仕上げ表

を含む）

・各部位の断熱仕様（種別、厚さ）、使用している建材の

断熱性能（熱伝導率等）

建物平面図

・工事前後のそれぞれの平面図上に、「補助額算定表

（様式第2号）」に対応する工事箇所番号が記載され

ていること

・改修箇所を含むフロア全体のもの（1階の部屋を一部断

熱改修する場合であっても、1階全体の平面図が必要）

立面図 ・縮尺

矩計図

・縮尺、各室の用途、断熱材を使用している位置、断熱材の
種別、寸法及び構成、気密層の位置、開口部の位置、建具
の種類（サッシ、ガラスの種類）並びに軒、ひさし、廊下、
バルコニーの出の寸法

書 類 名 備 考

⑭

住宅の性能及び

省エネ性能向上

に関する説明書

・様式第9号

⑮ 住宅施工証明書 ・様式第10号

⑯
市税の滞納がな

いことの証明書

・交付日が交付申請兼実績報告の提出前30日以内のもの

・区役所、総合支所で交付を受けてください

※「補助金交付申請兼実績報告書（様式第１号）」におい

て、市税納付状況確認に同意した場合は不要

⑰

他の補助金の額

が分かる書類の

写し

・補助金交付申請書、交付決定通知書等の写し（申

請者氏名、金額の分かるもの）

※ 他の補助金を受給する場合のみ提出

⑱
その他市長が必

要と認める書類
※ 該当する場合のみ

※提出書類はA4サイズ又はA3サイズ折り込みで提出してください
※提出書類について問い合わせをする場合がありますので、写しを保管してください。

〇設計図書別表
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建物所有者が市内に住所を有していない場合、対象住宅に配偶者又は一親
等の親族が居住していれば、当該所有者は申請が可能です。
その場合、以下の書類を追加でご提出ください。

書 類 名 備 考

⑯
建物所有者の戸籍
謄本又は戸籍抄本

・所有者と居住者が配偶者又は一親等の親族である

と確認できるもの

・交付日が交付申請兼実績報告の提出前3か月以内のもの

⑰
対象住宅に居住し

ている者の住民票

・対象住宅に所有者の配偶者又は一親等の親族が居

住していると分かるもの

・交付日が交付申請兼実績報告の提出前3か月以内の

もの

⑱

公共料金の領収書

等の写し（直近の

もの）

・対象住宅に居住していることが分かるもの

※申請者（所有者）の住民票（市外のもの）の提出も必要です。
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6.交付申請兼実績報告書類の記入例

様式第1号（表面）記入例
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様式第1号（裏面）記入例
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必要事項を記載
（見積書や出荷証明書
と記載を対応させる）

様式第2号記入例

（例）床断熱と窓断熱を実施する場合

基礎断熱を実施した
場合は記載

～～

小数点第4位以下の
端数切捨て

（参考）施工面積の測り方

必要事項を記載
（見積書や出荷証明書
と記載を対応させる）

～～

国補助事業において登
録されている製品の場
合は、製品型番を記載

小数点第4位以下の
端数切捨て

（参考）窓面積の測り方

3,500 207,900

10,000 46,080
29,70010,000
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様式第2号記入例

（例）床断熱と窓断熱を実施する場合

補助事業に要する費用
（税抜金額）を記載
（見積書の金額に対応
させる）

他の補助金が交付され
る場合は記載

部位ごとの補助額を合計
（例）
207,900円（床断熱における補助額）＋
75,780円（窓断熱における補助額）
＝283,680円

補助額（千円未満切り捨て）

【補足】壁断熱を実施する場合
断熱材を入れる壁に面した
窓など、断熱材を入れない
部分があれば、その部分の
面積（㎡単位、小数点第4位
以下の端数切捨て）を記載

283,680

283,680
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〇申請者あての見積書と分かるようにしてください

〇「補助額算定表（様式第2号）」と対応するように工事箇所番号を記載してください

〇床、壁、屋根・天井を改修する場合は、断熱材の種類と厚さ、施工面積を記載してく

ださい

〇窓を改修する場合は、窓ごとに寸法（幅×高さ）を記載してください

♦床断熱工事の場合

♦壁断熱工事の場合

見積書の記入例
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♦天井断熱工事の場合

♦窓（カバー工法）の場合

見積書の記入例

〇申請者あての見積書と分かるようにしてください

〇「補助額算定表（様式第2号）」と対応するように工事箇所番号を記載してください

〇床、壁、屋根・天井を改修する場合は、断熱材の種類と厚さ、施工面積を記載してく

ださい

〇窓を改修する場合は、窓ごとに寸法（幅×高さ）を記載してください
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建物平面図の記入例

〇最上階以外の天井は床として記載してください。
〇「補助額算定表（様式第2号）」と対応するように工事箇所番号を記載してください。
〇同一壁面において断熱材の種類・厚さが異なる場合は番号を分けてください。
〇床、壁、屋根・天井を改修する場合は、寸法を記載してください。
（壁の場合は、高さも記載してください。）

〇壁面における窓など、断熱材を入れない部分があれば、その寸法を記載してください。
（下記例の場合、壁④の断熱改修工事において、断熱材を入れない窓⑤、⑥の寸法を記載）

（例）２階建ての住宅において、改修工事を行った場合

壁①～⑤の高さ 2500ｍｍ

玄関ドア①

窓①~④幅 1,750ｍｍ×高さ 2,004ｍｍ
窓⑤~⑦幅 724ｍｍ×高さ 1,002ｍｍ
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建物平面図の記入例

〇最上階以外の天井は床として記載してください。
〇「補助額算定表（様式第2号）」と対応するように工事箇所番号を記載してください。
〇同一壁面において断熱材の種類・厚さが異なる場合は番号を分けてください。
〇床、壁、屋根・天井を改修する場合は、寸法を記載してください。
（壁の場合は、高さも記載してください）

〇壁面における窓など、断熱材を入れない部分があれば、その寸法を記載してください。
（下記例の場合、壁⑥の断熱改修工事において、断熱材を入れない窓⑧の寸法を記載）

（例）２階建ての住宅において、改修工事を行った場合

壁⑥～⑦の高さ 2500ｍｍ
窓⑧幅 910ｍｍ×高さ 1,325ｍｍ
窓⑨幅 1,750ｍｍ×高さ 2,004ｍｍ



-１９-

様式第3号-1記入例

せんだい健幸省エネ住宅補助金(全体改修向け) 工事写真



-２０-

様式第3号-2記入例

窓(又は玄関ドア）断熱の場合

窓を新設する場合は、工事前の写真を貼る必要はありません。



-２１-

窓断熱の場合



-２２-

様式第3号-2記入例

窓以外の断熱改修の場合

新設の場合は、工事前の写真を貼る必要はありません。



-２３-

出荷証明書（参考様式）記入例

窓（又は玄関ドア）断熱改修の場合

2024年 6月 1日

2024年 6月 1日



-２４-

出荷証明書（参考様式）記入例

窓以外の断熱改修の場合 ※ボード系又は繊維系断熱の場合

2024年 6月 1日

2024年 6月 1日



-２５-

出荷証明書（参考様式）記入例

窓以外の断熱改修の場合 ※吹込み又は現場発泡吹付け断熱の場合

2024年 6月 1日

2024年 6月 1日

㎥でも可



様式第9号記入例

様式第９号

-２６-



印

様式第10号記入例

社印を押印して
ください

BELS評価書の内容を記載してください

様式第10号

-２７-



-２８-

7.補助金交付額の確定

交付申請兼実績報告書の内容が適正であると認められるときは、補助金

の交付確定額を記載した補助金交付決定及び額確定通知書を申請者本人宛

てに送付します。

なお、補助対象事業の実施を確認するために、現地調査を行う場合があ

ります。

8.補助金の交付請求

交付決定及び額確定通知書を受領後、速やかに「補助金交付請求書（様

式第６号）」を郵送により環境局脱炭素政策課宛てに提出してください

（記入例は27ページ、送付先は最終ページ「提出・問い合わせ先」を参

照）。

【注意点】

・補助金を振り込む口座は、申請者本人の名義である必要があります。

申請者以外の名義の口座には振り込むことが出来ません。

・便宜上、交付申請兼実績報告と同時に提出していただいても構いません

が、補助金交付額の確定後の請求となりますので、指令番号や日付は空

欄としてください。

・請求金額及び請求日について、修正不可となっておりますので、誤りが

あった場合は再度提出していただく必要があります。

9.補助金の支払い

補助金交付請求書の内容が適正であるときは、当該請求書に記載された

口座に、補助金を振り込みます。

なお、請求書を提出してから補助金の振り込みまで２か月程度期間を要

する場合があります。

【注意点】

・補助金の振込予定日や振込完了の連絡は行いません。適宜通帳等でのご

確認をお願いします。

・特に年末と年度末は会計処理が集中するため、長めにお時間をいただく

場合があります。



-２９-

10.取得財産の管理・処分

この補助金により取得した設備等を補助金の目的以外の用途（譲渡、交

換、貸付など）に使用することはできません。補助金の目的を達成するよ

う、善良な管理者の注意を持って管理し、効率的な運用を行ってください。

また、耐用年数の期間内に補助金により取得した機器を処分しようとする

ときは、あらかじめ「補助金財産処分承認申請書（様式第8号）」を提出し、

その承認を受けなければなりません。未承認のまま財産処分が行われた場

合、仙台市は交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部に相当する額の

返還を求めることがあります。また、取得財産等を処分することにより収

入がある、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部

を市に納付させることを求めることがあります。

12.補助事業完了後の市への協力

市が取り組んでいる地球温暖化対策に関する調査等への協力を依頼する

ことがありますので、ご協力をお願いします。

11.申請手続き代行事業者の公表

補助金の代行申請を行った事業者については、掲載に同意しない場合を

除き、市ホームページに掲載し公表いたします（掲載に同意しない場合は、

「補助金交付申請兼実績報告書（様式第1号）の裏面「同意しない」欄に

チェックしてください（10ページ参照）。



-３０-

13.請求書の記入例


